
２０２５年度勤務環境改善医師派遣等推進事業について 

 

１. 目 的 

特定労務管理対象機関の指定を受けている医療機関へ医師派遣を行う医療機関に助

成することで、地域医療提供体制の確保を図る。 

 

２．内 容 

地域において重要な役割を担う医療機関（特定労務管理対象機関等）における医師の

時間外・休日労働時間の短縮及び地域医療提供体制の確保を目的とした医師派遣を行う

医療機関の運営等に対する支援として、2024 年から事業化している。 

本事業において対象となる医師派遣は、地域医療対策協議会で承認を得たものに限る。 

 

 （補助対象事業） 

  ・特定労務管理対象機関の特定対象医師のいる診療科に対する非常勤医師の派遣 

  ・前年度よりも人数（時間数）が増加した医師派遣 

 （補助対象経費） 

  ・医師派遣に係る逸失利益 

（医師１人１月当たりの経常利益相当額に、派遣医師毎に派遣月数を乗じて得た額の合計） 

  ・基準額 

 1,250 千円（月額）×派遣月数×（実際の派遣勤務日数／派遣医療機関におけ

る派遣開始月から終了月までの間の総診療日数） 

 （予算額） 

   67,500 千円（2025 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．補助対象となる派遣の状況（2025 年度）   

 

 

資料５ 


